
■お知らせ 

①家庭のごみはルールを守って集積所に 

 出しましょう 

②証明書コンビニ交付サービスを一時停止します 

③ゴールデンウィークのごみ収集、し尿汲み取り

 についてご案内します 

④火入れを行う場合には事前に許可の申請が 

   必要です 

⑤国民健康保険・後期高齢者医療保険 

   「人間ドック・脳ドック」を補助します 

⑥生活習慣病予防健診が受診できます 

⑦かさま健康歩イント事業を終了します 

⑧こころの悩みをご相談ください 

⑨心配ごと相談所の日程を変更します 

⑩国民健康保険税の納期が変更になります 

⑪固定資産税納税通知書を発送します 

⑫市内小中義務教育学校の留守番電話本運用 

 がはじまります 

⑬笠間市残土条例・施行規則が改正されます 

⑭土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の 

 閲覧を行います 

 

⑮ YAHOO! 防災速報アプリをご利用ください 

⑯インターネットトラブルにご注意ください 

⑰岩間駅前の多目的広場に新しい遊具が 

 設置されました 

⑱宍戸駅・稲田駅・福原駅の窓口業務が変更になります 

 

■趣味・体験 

⑲大型連休はいこいの家はなさかへ 

⑳友部駅前フリーマーケット 

㉑イングリッシュ・スペース 

㉒ こどもの日特別企画   親子で料理教室 

㉓ジュニアスポーツダンス体験会 

㉔フラダンス体験教室 

㉕地域交流センターともべ  映画上映会 

㉖茨城県近代美術館 志村ふくみ展 

㉗マットピラティス教室 

㉘やさしい英会話教室 

㉙出会いパーティー 
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 ① 家庭のごみはルールを守って集積所に出しましょう 
 
家庭から出るごみを、収集日より前の日に集積所を出す方や、集積所でない場所にごみを出す

が見受けられます。ルールを守らないごみ出しは汚れ、悪臭等の原因となり、周りの住民の方々

に迷惑をかけることになります。収集日当日の朝 8時までに地域の集積所に出すよう、皆さんの

ご協力をお願いします。 

  また、地域の集積所に出せるごみを、直接処理場に持ち込まれる方も多く見受けられます。 

 ごみ処理場の個人ごみ受付は本来、引越しなど一時的に大量のごみが出た場合や、集積所に出

せない粗大ごみを持ち込んでいただくことを目的としています。集積所に出せるごみは、地域の

集積所を利用し、ごみの減量化、再資源化にご協力ください。 

 なお、事業活動に伴って発生したごみは、ごみ集積所に出すことはできません。事業者（法人・

個人）の責任で分別し、適正な処理をお願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 

 

  

 


